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令
和
４
年

※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。

あ
ら
か
じ
め
ご
確
認
の
上
、
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
閲
覧
】

● 

期
間　
い
つ
で
も
可
（
土
・
日
、
祝
日
を

除
く
）
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時

● 

対
象　
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
お
よ
び

そ
の
同
居
親
族
の
ほ
か
、
借
地
、
借
家
人

も
該
当
部
分
の
み
閲
覧
で
き
ま
す
。

● 

手
数
料　
縦
覧
期
間
中
は
無
料
と
な
り
ま　

す
が
、
借
地
、
借
家
人
は
有
料
と
な
り
ま

す
。
※
縦
覧
期
間
以
外
は
４
５
０
円

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

�

☎
６
６
２
‐
２
０
３
５

令
和
４
年
度
学
校
給
食
費
の

�

無
償
化
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

お
け
る
保
護
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
に
、

学
校
給
食
費
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

　
町
内
の
小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
・

生
徒
分
の
給
食
費
は
口
座
振
替
を
し
な
い
形

で
助
成
を
行
い
ま
す
の
で
、
保
護
者
の
方
は

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
町
外
の
小
・

中
学
校
等
に
通
学
さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
の

保
護
者
の
方
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

助
成
対
象　
令
和
４
年
度
の
学
校
給
食
費

の
う
ち
、
保
護
者
が
負
担
し
た
学
校
給
食

費
（
ほ
か
の
制
度
な
ど
に
よ
り
助
成
を
受

け
た
金
額
は
除
か
れ
ま
す
）

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
追
加
接
種

（
３
回
目
）
の
予
約
に
つ
い
て

　
４
月
中
に
は
、
対
象
者（
1８
歳
以
上
）の
大

半
の
方
が
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
追
加
接

種（
３
回
目
）を
終
え
る
見
込
み
で
す
。
５
月

中
旬
頃
か
ら
は
、順
次
、接
種
体
制
を
縮
小
し

て
い
く
予
定
で
す
の
で
、接
種
希
望
の
方
は

接
種
券
が
届
き
ま
し
た
ら
、
お
早
め
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
接
種
券
は
２
回
目
接
種

か
ら
６
か
月
後
を
目
途
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

【
接
種
日
程
変
更
の
お
知
ら
せ
】

　
４
月
1０
日（
日
）の
秋
葉
医
院
で
の
接
種
は

予
約
状
況
に
よ
り
４
月
２４
日（
日
）に
変
更
し

ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
生
活

福
祉
資
金
貸
付
【
特
例
貸
付
】
等

申
請
受
付
期
限
の
延
長
に
つ
い
て

※ 

社
協
だ
よ
り
６
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

内
容
が
延
長
変
更
に
な
り
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
、
収
入
の
減
少
や
失
業
等
に
よ
り
一
時

的
に
生
活
が
困
窮
し
た
世
帯
を
対
象
と
し
た

「
緊
急
小
口
資
金
」、
日
常
生
活
の
維
持
が
困

難
と
な
っ
て
い
る
世
帯
を
対
象
と
し
た
「
総

合
支
援
資
金
（
初
回
貸
付
）」、「
住
居
確
保

給
付
金
の
特
例
措
置
」、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
」
の

申
請
受
付
期
限
が
６
月
末
日
ま
で
延
長
に
な

り
ま
し
た
。な
お
、「
総
合
支
援
資
金（
延
長
）」

と
「
総
合
支
援
資
金
（
再
貸
付
）」
は
、
申

請
受
付
が
終
了
し
て
い
ま
す
。

　
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の
面
談
を
必
要

と
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

令
和
４
年
度
固
定
資
産
税
に
係
る

�

縦
覧
に
つ
い
て

　
固
定
資
産
税
に
係
る
土
地
お
よ
び
家
屋
価

格
帳
簿
の
縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

● 

場
所　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ
（
役
場
１
階

５
番
窓
口
）

● 

持
ち
物　
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

【
縦
覧
】

● 
期
間　
４
月
１
日（
金
）～
５
月
３１
日（
火
）

（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
）　
午
前
８
時
３０

分
～
午
後
５
時

● 

対
象　
固
定
資
産
税
納
税
者
お
よ
び
そ
の

同
居
親
族

●
手
数
料　
無
料

※ 

指
定
し
た
地
番
の
み
縦
覧
で
き
ま
す
の
で
、
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住宅用太陽光発電システム補助金の申請受付を開始します
　町では地球温暖化防止を推進し、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及を図るた
め、中山町の区域内において住宅用太陽光発電システムの設置に要する費用に対し、予算の範
囲内で補助金を交付します（国や県の補助制度とは異なる町独自補助）。

●受 付 期 間　４月４日（月）～２７日（水）

●受付予定件数　▶太陽光発電設備（新築設置、既築設置）···各１０件　▶蓄電池設備···１０件
　　　　　　　　※上記受付期間中に予算を上回る申請があった場合は、抽選となります。

●補 助 対 象　▶�太陽光発電設備
　　　　　　　　▶蓄電池設備（補助対象太陽光発電設備の設置とあわせて設置するものに限る）

●補 助 内 容　▶太陽光発電設備は出力１キロワットあたり２万５,０００円
　　　　　　　　　（上限額　新築設置··· ６万円、既築設置···１２万円）
　　　　　　　　▶蓄電池設備は補助対象経費（消費税抜き）の１０分の１
　　　　　　　　　（上限額　新築・既築を問わず１２万円）

●その他の条件
　・�実績報告書を提出する時点において中山町に住所を有する方または有する見込みの方であ
ること。

　・町税等の滞納がないこと。
　・�自ら居住する専用住宅もしくは居住の用に供する床面積が当該建築物の延床面積の２分の
１以上を占める併用住宅またはこれに付属する車庫、物置等に新規に設置するもの（当該
住宅等の所有者でない場合は、当該設置について所有者の書面による承諾を受けているも
の）であること。

　・�太陽光発電設備について、太陽電池モジュールの公称最大出力が１０キロワット未満のもの
であって、発電された電気が住宅または事業所において消費され、連系された低圧配電線
に余剰の電気が逆流されるものであること（受給開始日が当該年度内であるものに限る）。

　・蓄電池設備について、国補助金の対象製品であること。
　・補助金の交付は、１住宅につき１回限り。
　※詳しくは、町公式ホームページをご覧ください。

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　☎６６２－２１１３

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

令
和
４
年
度
狂
犬
病
予
防�

�

集
合
注
射
を
中
止
し
ま
す

　
令
和
４
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
を
踏

ま
え
、
開
催
を
中
止
し
ま
す
。

　
犬
の
登
録
を
し
て
い
る
方
に
は
、
３
月
中

に
接
種
案
内
ハ
ガ
キ
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

の
で
、
ハ
ガ
キ
を
持
参
の
上
、
動
物
病
院
で

接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課
建
設
整
備
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
６

生
け
垣
設
置
事
業

�

補
助
金
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
に
満
ち

た
、
緑
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
生
け
垣
の
設
置
に
対
し
て
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

　
事
業
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

●
受
付
開
始
日　
４
月
１１
日（
月
）

●
受
付
件
数　
お
お
む
ね
２
件
（
先
着
順
）

※
予
算
に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。

●
補
助
対
象

　
・ 

新
た
に
設
置
す
る
生
け
垣
で
、
道
路
お

よ
び
公
共
施
設
等
に
面
す
る
部
分
（
１

ｍ
以
上
）
を
含
む
全
延
長
が
３
ｍ
以
上
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の
も
の
。

　
・ 

生
け
垣
用
樹
木
は
列
状
に
配
し
、
高
さ

は
前
面
道
路
か
ら
１
・
５
ｍ
程
度
、
境

界
か
ら
樹
木
ま
で
の
距
離
０
・
３
ｍ
以

上
と
し
、
延
長
１
ｍ
あ
た
り
２
本
以
上

で
あ
る
こ
と
。

　
・ 

住
宅
敷
地
お
よ
び
事
務
所
等
の
敷
地
内

に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

● 

補
助
内
容　
生
け
垣
設
置
に
要
し
た
費
用

の
う
ち
、
樹
木
購
入
費
用
（
樹
木
代
金
の

み
で
、植
え
付
け
や
支
柱
設
置
等
の
手
間
、

そ
の
他
資
材
等
の
費
用
お
よ
び
消
費
税
は

含
み
ま
せ
ん
）
の
２
分
の
１
、
ま
た
は
生

け
垣
設
置
距
離
１
ｍ
あ
た
り
３
０
０
０
円

の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
し
、
７
万
円
を
限

度
と
し
ま
す
。

● 

生
け
垣
の
種
類　
特
に
限
定
は
し
ま
せ
ん

が
、
当
町
の
気
候
風
土
に
適
し
た
も
の
を

選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

 　
な
お
、
果
樹
に
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ

る
樹
木（
イ
ブ
キ
、ビ
ャ
ク
シ
ン
類
等
）は
、

補
助
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※ 

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
参
考
と
し
て
生

け
垣
奨
励
樹
種
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

●
そ
の
他
留
意
事
項

　
・ 

生
け
垣
を
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
内
側
に
植
栽

す
る
も
の
は
補
助
の
対
象
外
で
す
。

　
・ 

原
則
と
し
て
５
年
間
は
、
抜
き
取
り
、

改
植
、
移
植
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
・ 

植
栽
の
着
手
や
終
了
し
て
か
ら
の
事
後

申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

申
請
様
式
、
補
助
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い

て
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

果
樹
の
新
植
・
改
植
へ
の

�

補
助
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
果
樹
の
生
産
振
興
を
推
進
し
経

営
安
定
を
図
る
た
め
、
規
模
拡
大
や
優
良
品

目
・
品
種
の
新
植
・
改
植
を
支
援
し
ま
す
。

● 

対
象　
販
売
目
的
で
果
樹
を
生
産
し
て
い

る
町
内
の
農
業
者
で
、
町
税
に
滞
納
が
な

い
方
。

● 

対
象
と
な
る
経
費
と
補
助
額

　
▼ 

新
植
事
業
…
優
良
品
目
・
品
種
を
２

ア
ー
ル
以
上
の
圃
場
に
植
栽
す
る
場
合

の
経
費
の
う
ち
、
土
壌
土
層
改
良
、
用

水
・
か
ん
水
施
設
の
設
置
、
果
樹
の
苗

木
代
、
作
業
委
託
料
な
ど

　
▼ 

改
植
事
業
…
優
良
品
目
・
品
種
を
２

ア
ー
ル
以
上
の
圃
場
に
植
栽
す
る
場
合

の
経
費
の
う
ち
、
伐
根
、
深
耕
、
整
地

な
ど
を
行
う
目
的
の
重
機
借
上
げ
お
よ

び
運
搬
費
用
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
の
作

業
委
託
料
、
樹
木
処
分
費
用
、
改
植
す

る
果
樹
の
苗
木
代
、
土
壌
改
良
代
な
ど

　
▼ 

補
助
金
額
…
補
助
対
象
と
な
る
経
費
の

２
分
の
１
以
内
、
す
も
も
は
３
分
の
２

以
内
（
た
だ
し
、
補
助
額
は
1０
ア
ー
ル

あ
た
り
上
限
15
万
円
）

※ 

対
象
と
な
ら
な
い
経
費
…
本
人
、
家
族
の

作
業
代
、
個
人
に
対
す
る
人
件
費
、
飲
食

代
、
果
樹
棚
に
関
す
る
費
用
、
消
費
税

※ 

植
栽
す
る
農
地
に
つ
い
て
権
利
関
係
が
明

確
で
な
い
場
合
は
補
助
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

※ 

資
材
の
購
入
後
や
事
前
着
工
後
の
申
請
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
事
業
を
始
め
る
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

対
象
品
種
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

紅
花
・
ひ
ま
わ
り
の
植
栽
へ
の

�

奨
励
金
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
遊
休
農
地
等
を
活
用
し
、
県
の

花
「
紅
花
」
ま
た
は
町
の
花
「
ひ
ま
わ
り
」

を
景
観
形
成
作
物
と
し
て
植
栽
す
る
方
を
支

援
し
ま
す
。

● 
対
象　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
農
業
者
、

農
業
者
グ
ル
ー
プ
、
地
域
住
民
グ
ル
ー
プ

● 

対
象
と
な
る
事
業　
町
内
の
遊
休
農
地
や

耕
作
放
棄
地
な
ど
２
ア
ー
ル
以
上
に
紅
花

ま
た
は
ひ
ま
わ
り
を
植
栽
す
る
事
業

● 

奨
励
金　
1０
ア
ー
ル
あ
た
り
８
万
円
以
内

（
た
だ
し
、
予
算
の
範
囲
内
と
な
り
ま
す
）

● 

申
請
方
法　
次
の
書
類
を
４
月
１１
日（
月
）

ま
で
に
産
業
振
興
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
提
出
書
類
は
産
業
振
興
課
で
配
布
し

ま
す
。

　

 

①
景
観
形
成
作
物
植
栽
促
進
事
業
植
栽
計

画
書　
②
位
置
図　
③
施
工
前
写
真

● 

そ
の
他　
応
募
多
数
の
場
合
は
植
栽
す
る

位
置
等
に
よ
り
優
先
順
位
を
つ
け
、
よ
り

景
観
形
成
に
資
す
る
場
所
を
選
定
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

行
政
相
談
を�

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予
約

不
要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
４
月
１３
日（
水
）

�

午
前
１０
時
～
正
午

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

 

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、来
場
時
の
検
温
、マ
ス
ク
の
着
用
、

手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

3 4.4.14.4.1



※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

�
☎
６
６
２
‐
２
５
１
０

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
を

�

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
０
歳
の
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
就
学
前
ま
で
の
お

子
さ
ん
と
保
護
者
の
方
が
、
無
料
で
遊
び
交

流
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
お
孫
さ
ん
と
一
緒
に
ど
う

ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い

の
場
と
し
て
、
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
楽
し

く
子
育
て
し
ま
し
ょ
う
！

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
を

と
り
な
が
ら
、
少
人
数
で
の
イ
ベ
ン
ト
も
開

催
し
て
い
ま
す
。

● 

利
用
時
間　
月
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～

１１
時
３０
分
／
午
後
１
時
～
３
時
３０
分

● 

利
用
人
数　
午
前
・
午
後
と
も
大
人
と
子

ど
も
合
わ
せ
て
８
名
程
度
（
事
前
申
込
み

制
）

※ 

休
館
日
や
イ
ベ
ン
ト
の
予
定
は
「
ま
ち
の

カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://w

w
w

.
sodate-nakayam

a.jp)

を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
や
メ
ー
ル
で
の
子
育
て
相
談
も
受
け　

付
け
て
い
ま
す
、
あ
わ
せ
て
ご
利
用
く
だ　

さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

心
配
ご
と
相
談
所
を

�

開
設
し
ま
す

　
あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、
人
権
擁
護
委
員
等
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。

● 

日
時　
４
月
１３
日（
水
）

�

午
後
１
時
３０
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※ 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、来
場
時
の
検
温
、マ
ス
ク
の
着
用
、

手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

申
請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
（
村
山
総
合
支
庁
地

域
産
業
経
済
課
）�

☎
６
２
１
‐
８
４
４
３

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
４

「
事
業
復
活
支
援
金
の

�

申
請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
」
の

�

設
置
に
つ
い
て

　
県
で
は
、
国
の
「
事
業
復
活
支
援
金
」
へ

の
申
請
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
県
内
４
総

合
支
庁
に
申
請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
開
設
し
ま

し
た
。

● 

時
間　
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～

５
時
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

● 

最
寄
り
の
サ
ポ
ー
ト
窓
口　
村
山
総
合
支

庁
地
域
産
業
経
済
課　
山
形
市
鉄
砲
町
２

-

１9-

６８

● 

サ
ポ
ー
ト
内
容　
事
業
復
活
支
援
金
へ
申

請
す
る
た
め
に
必
要
な
、
①
ア
カ
ウ
ン
ト

の
申
請
・
登
録
、
②
行
政
書
士
（
登
録
確

認
機
関
）
に
よ
る
受
給
資
格
等
の
事
前
確

認
、
③
支
援
金
マ
イ
ペ
ー
ジ
か
ら
の
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請

● 

対
象　
登
録
確
認
機
関
の
会
員
等
に
な
っ

て
い
な
い
方
の
う
ち
、
①
事
前
確
認
を
受

け
る
登
録
確
認
機
関
を
見
つ
け
ら
れ
な
い

方
、
②
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き
る
端
末

を
お
持
ち
で
な
い
方
、
③
国
の
サ
ポ
ー
ト

会
場
（
食
糧
会
館
／
山
形
市
旅
篭
町
）
の

利
用
が
不
便
な
方
な
ど

※ 

登
録
確
認
機
関
：
商
工
会
、
金
融
機
関
、

税
理
士
等

※ 

サ
ポ
ー
ト
窓
口
の
利
用
に
は
前
日
ま
で
の

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
申
請
は

ご
本
人
に
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
、

代
理
申
請
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
す
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー

�

（
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル
２２
階
）

�

☎
６
４
７
‐
０
７
８
１

県
営
住
宅
入
居
者
募
集
の

�

ご
案
内

● 

募
集
す
る
住
宅　
中
原
ア
パ
ー
ト
（
２
Ｄ

Ｋ
）・
１
戸
（
高
齢
・
障
が
い
者
等
用
、

単
身
可
）
／
中
原
ア
パ
ー
ト
（
３
Ｄ
Ｋ
）・

２
戸
（
一
般
用
・
倍
率
優
遇
あ
り
、
う
ち

１
戸
は
単
身
可
）
／
長
崎
ア
パ
ー
ト
（
３

Ｄ
Ｋ
）・
１
戸（
一
般
用
・
倍
率
優
遇
あ
り
、

単
身
可
）

● 

申
込
資
格　
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居

し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
り
（
単
身
可
を

除
く
）、
所
得
が
公
営
住
宅
法
規
定
に
該

当
す
る
方
（
県
外
在
住
の
方
も
申
込
み
可

能
で
す
）。

● 

受
付
期
間　
４
月
１
日（
金
）～
７
日（
木
）

午
前
１０
時
～
午
後
６
時
（
月
曜
日
休
館
）

●
提
出
書
類

　
▼ 

県
営
住
宅
抽
選
申
込
書
（
お
申
込
み
先

で
配
布
し
て
い
ま
す
）

　
▼
６３
円
切
手　
２
枚
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消費生活の窓口から消費生活の窓口から クレジットカードの使い方を考えましょう！
～２０２２年４月より、１８歳から大人に！！ ～

　クレジットカードはキャッシュレス決済が可能なツールの一つです。便利な反面、支払方法を確
認せずに使用すると想定外の手数料を請求されることや、利用明細を確認しないと支払残高が高額
になっていることに気付かないことがあります。現金がなくても買い物ができるのは、消費者が約
束どおりに支払ってくれることを「信用」してクレジットカード会社が代金を立て替えているから
です。支払いを延滞すると個人信用情報機関に記録が残り、将来ローンが組めないなどの不利益を
被る恐れがあります。

〈事例１〉 成人すると簡単にインターネットでクレジットカードが作れるようになったので、クレジッ
トカードを作ったが、限度額いっぱいまで買い物をしてしまい、支払いができなくなっ
てしまった。そのまま放置していたら督促状が届き、その返済のために借金をして返済
不能になった。どうすればいいのか。（２０歳代　女性）

〈事例２〉 大学で使うパソコン購入のために作ったクレジットカードの利用明細を、１年以上経過
した最近になって確認したら、支払残高が約３０万円もあることに気付いた。割引サービ
スのあるリボ払いを選択していたが、こんなに高額になっているとは思わず、どうすれ
ばいいのか。（２０歳代　男性）

【アドバイス】
�◆�２０２２年４月より、１８歳から１人でクレジットカードを申し込めるようになります（１８歳から大人）。
　�大人になると１人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。手元や口座

にお金がなくても買い物できるのは「借金」をしていることと同じと理解しましょう。
◆延滞に注意！利用の際には、支払計画を立てて利用しましょう。
◆�手数料が発生する分割払い、リボ払いに注意しましょう！
　�最初から支払方法がリボ払いに設定されているものもあるので、申込時などには十分確認しましょ　

う。
◆カードの管理は適切に。利用明細は必ず確認しましょう！
◆�悪質事業者から「クレジットカードで支払えばよい」とそそのかされても応じないようにしましょ
う！
◆�不安に思った時、トラブルにあった時は、消費生活相談窓口か消費者ホットライン１

い
８
や
８
や
（局番

なし）に相談しましょう。
※ 詳しくは、国民生活センターホームページ「1８歳から大人に！クレジットカードの使い方を考え

よう！」をご覧ください。

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２－２５９３

※
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
危
機
管
理
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
４
８
９
９

交
通
指
導
員
（
有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
）
を
募
集
し
ま
す

● 

職
務
内
容　
学
童
・
児
童
・
園
児
お
よ
び

町
民
の
交
通
安
全
の
指
導

● 

委
嘱
期
間　
４
月
２５
日
～
令
和
５
年
３
月

３１
日

● 

勤
務
時
間　
月
～
金
（
豊
田
小
学
校
登
校

日
）　
午
前
７
時
２０
分
～
８
時
２０
分
（
通

学
時
間
に
よ
り
変
更
あ
り
）

● 

勤
務
場
所　
小
塩
押
し
ボ
タ
ン
式
信
号
機

交
差
点
お
よ
び
旧
柏
倉
家
住
宅
東
側
旧
国

道
４
５
８
号
に
か
か
る
新
設
横
断
歩
道

● 

募
集
人
数　
１
名

● 

報
酬
額　
時
給
２
３
０
０
円

● 

応
募
資
格　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
２０
歳

以
上
の
方
。
交
通
に
関
す
る
法
令
に
通
じ
、

指
導
力
を
有
す
る
方
。

● 

応
募
方
法　
４
月
１５
日（
金
）ま
で
、
総
務

広
報
課
危
機
管
理
Ｇ
へ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

● 

そ
の
他　
被
服
等
の
貸
与
あ
り

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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チャレンジデー２０２２ inなかやまチャレンジデー２０２２ inなかやま
５月２５日５月２５日（水）（水）全国一斉開催！！全国一斉開催！！
　対戦相手（北海道芦

あし
別
べつ
市）と、スポーツ（運動）を

１５分間以上続けた人数の参加率を競います。
　当日は、町内在住の方だけでなく町内にいる方すべての方が対象者です。この日は、
みんなで運動をしよう～！イベント企画や報告については、次号以降にお知らせ
します。

★新企画「月1チャレンジ」

月１チャレンジ参加方法

・毎月、最終水曜日は『月１チャレンジ（運動の日）』
・町内で運動をして報告をいただいた方の中から
　抽選で毎月数名の方に賞品プレゼント！！

１．町内で運動を実施。
２．�当日、中央公民館と総合体育館に設置する専用報告用紙に必要事項を記入の上、窓口に提出。
※当日は運動施設が使用料無料（ただし、大会（月例行事等も含む）・教室・講習会等は対象外）。

※お問い合わせ先　チャレンジデー in なかやま実行委員会事務局（教育課生涯学習Ｇ）
　　　　　　　　　☎６６２－２２３５

後期高齢者医療保険料の保険料率等が変わります
　後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費などの推計を基に、２年ごとに見直しを行ってい
ます。令和４・５年度の保険料率は、令和２・３年度と比べると医療費等の増加が見込まれる
ことから、保険料の賦課限度額と併せて、次のとおり改定されます。
【保険料率（令和２・３年度→令和４・５年度）】
　▶所得割率　８．６８→８．８０％
　　　　　　　（所得に応じて負担していただく分を算定する際の率）
　▶均等割額　４万３,１００円→４万３,１００円（変更なし）
　　　　　　　（加入者が公平に負担していただく額）
【保険料の賦課限度額（令和２・３年度→令和４・５年度）】
　▶賦課限度額　６４万円→６６万円
　　　　　　　　（年間保険料の最高額）
※�保険料等の詳細は、７月に保険料額決定通知書とともに送付されるリーフレットに記載され
ています。

※お問い合わせ先　住民税務課税務Ｇ　☎６６２－２１１２
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●
●
●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

【
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員
募
集
】

　

 

①
中
山
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
☎

６
６
２
‐
５
７
０
０　
②
午
前
８
時
３０
分

～
午
後
５
時
（
土
・
日
・
祝
日
休
業
）
③

中
山
町
大
字
岡
２
３
０
‐
１
（
旧
ひ
ま
わ

り
保
育
園
内
）　
④
中
山
町
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢
者
の
能
力
を
社
会

の
た
め
に
生
か
し
な
が
ら
、
町
民
の
皆
さ

ん
に
満
足
と
安
心
を
お
届
け
し
て
い
る
一

般
社
団
法
人
で
す
。

　

 　
現
在
、
中
山
町
内
に
在
住
し
て
い
る
６０

歳
以
上
の
健
康
で
働
く
意
欲
が
あ
る
方
を

対
象
に
、
広
く
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【�

前
期
ペ
タ
ン
ク
体
験
教
室
の
開
催
に
つ
い
て
】

　

 

①
中
山
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
ペ
タ
ン
ク
部（
布

施
）（
☎
０
９
０
‐
６
６
８
５
‐
６
８
５

０　

E-m
ail:s０3２3@

sky.plala.
or.jp

）　
②
▼
４
月
１６
日（
土
）　
午
後
７

時
３０
分
～
９
時　
▼
４
月
２０
日（
水
）・
２７

日（
水
）　
午
前
１０
時
～
正
午　
③
す
ぱ
ー

く
中
山　
⑤
小
学
生
以
下
の
方
は
保
護
者

の
同
伴
が
必
要
で
す
。　
⑥
１
人
１
回
２

０
０
円
（
小
学
生
以
下
無
料
）、
資
料
代

別
途
５
０
０
円　
⑦
各
開
催
日
の
３
日
前

ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　
⑧
マ
ス
ク

の
着
用
と
、
各
自
で
傷
害
保
険
へ
の
加
入

を
お
願
い
し
ま
す
。
チ
ラ
シ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

pipi.org/~nakarec/4-1６.pdf

【
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す
】

　

 

①
全
国
健
康
保
険
協
会
山
形
支
部
企
画
総

務
グ
ル
ー
プ
（
☎
６
２
９
‐
７
２
２
６
）　

④
協
会
け
ん
ぽ
山
形
支
部
の
健
康
保
険
料

率
は
令
和
４
年
３
月
分
（
４
月
納
付
分
）

か
ら
1０
・
０３
％
か
ら
９
・
９９
％
に
、
介
護

保
険
料
率
は
１
・
８０
％
か
ら
１
・
６４
％
に

改
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
加
入
者
の

皆
さ
ま
の
医
療
と
健
康
を
支
え
る
た
め
、

こ
の
よ
う
な
ご
負
担
に
つ
き
ま
し
て
ご
理

解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
Ｎ
Ｐ
Ｏ
勉
強
会
～
Ｎ
Ｐ
Ｏ
入
門
編
～
】

　

 

①
山
形
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎

６
４
７
‐
２
２
６
０
）　
②
４
月
２３
日

（
土
）　
午
後
２
時
３０
分
～
４
時
３０
分　
③

オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
シ
ス
テ

ム
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
）
／
山
形
市
市
民
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
会
議
室
Ｂ
（
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル

２２
階
）　
※
ど
ち
ら
か
参
加
し
や
す
い
方

法
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。　
④
「
Ｎ

Ｐ
Ｏ
っ
て
何
？
」「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
っ
て
何
が
違
う
の
？
」
と
い
っ
た
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
に
関
す
る
疑
問
を
少
し
で
も
解
決
す

る
た
め
の
勉
強
会
で
す
。　
⑤
オ
ン
ラ
イ

ン
参
加
1０
名
／
会
場
参
加
1０
名　
※
ど
ち

ら
も
先
着
順　
⑥
無
料　
⑦
４
月
１9
日

（
火
）ま
で
、
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
６
４

７
‐
２
２
６
１
）、Ｅ
メ
ー
ル
（center@

yam
agata-npo.jp

）
等
で
①
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

危険物取扱者・消防設備士の免状をお持ちの方へ
　危険物取扱者・消防設備士の義務として、消防法令では、免状交付の日から１０年以内
ごとに写真の書換えをしなければならない規定となっています。
　免状の写真下欄記載の期限を確認の上、速やかに手続きをとられるようお知らせしま
す。
※根拠法令：危険物の規制に関する規則第５１条第２項、消防法施行規則第３３条の５第２項
※「写真の書換え」とは、新しい写真を印刷した免状に取り替えることです。
※�書換申請書は、各消防本部、山辺町総務課、中山町総務広報課、県庁消防救急課、県
各総合支庁、（一財）消防試験研究センター山形県支部に備えてあります。

※お問い合わせ先　（一財）消防試験研究センター山形県支部　☎６３１－０７６１

４月は、新しい１年の始まりです！

令和４年度 春の交通安全町民運動
実施期間 ４月６日（水）～１５日（金）

４月１０日（日）は「交通事故死ゼロを目指す日」です

　春は、新入学児童（園児）や、運転免許を取得したばかりの新社会人などが道路交通に参加しは
じめることにより、交通事故が起こりやすくなる時期となっています。

交通安全　～互いに守る　思いやり～　県民運動 心と時間にゆとりを持って外出しましょう。
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保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

事　業　名 日　時 場　所 対　象　者　等

母 子 手 帳 交 付 ４／１２（火）
９：００〜１０：００ 保健福祉

センター

母子手帳を交付し健康相談を行います。
●�持ち物　�印かん、妊娠届出書、個人番号が

確認できるもの（個人番号カード、
個人番号通知カード等）と本人確
認ができるもの（個人番号カード、
運転免許証等）

※�この日時で妊婦さん本人の都合がつかない場
合はご連絡ください。

定 期 健 康 相 談 ４／１２（火）
１０：３０〜１１：３０

生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行
います。

●令和４年度対象者　今まで接種を受けたことがない次の方
　１．令和４年４月１日～令和５年３月３１日までの間に６５歳となる方
　２． 令和４年度に７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、9０歳、9５歳、１００歳となる方で未接種の方
　　※ ４月上旬に町から案内書が郵送されます。ただし、町の助成を受けて接種をされた方は対象と

ならないため、郵送されません。

　３． 接種日において満６０歳から６５歳未満の方で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に重度の障がい
を有する方（身体障害者手帳１級相当）およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常
生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

●助成額　４，０００円

● 申込方法　町内の内科医院または県内の医療機関で高齢者の肺炎球菌感染症予防接種広域実施に協
力する医療機関に直接申し込んでください。対象者は町からの案内書をご持参ください（転入等で
届いていない方はお問い合わせください）。

●申込み・接種期間　４月８日（金）～令和５年３月３１日（金）

●接種時の持ち物　①高齢者用肺炎球菌予防接種予診票（医療機関からもらってください）
　　　　　　　　　②中山町民であることを確認できるもの（保険証・運転免許証など）
　　　　　　　　　③対象者３の方については、身体障害者手帳

４月の日曜当番医　午前９時〜正午
４月１０日 中山診療所 ☎６６２－５０１１ ４月２４日 服部内科胃腸科医院 ☎６６２－２２７２

※�日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町２－９－３９　☎６３５－９９５５）も利用できます。

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について

６5歳 昭和３２年４月２日〜昭和３３年４月１日生 ８5歳 昭和1２年４月２日〜昭和1３年４月１日生

７０歳 昭和２７年４月２日〜昭和２８年４月１日生 ９０歳 昭和７年４月２日〜昭和８年４月１日生

７5歳 昭和２２年４月２日〜昭和２３年４月１日生 ９5歳 昭和２年４月２日〜昭和３年４月１日生

８０歳 昭和1７年４月２日〜昭和1８年４月１日生 1００歳 大正11年４月２日〜大正1２年４月１日生
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町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（ＴＥＬ ６６２-２１１２）

まちのカレンダー４月
※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

令和4年 卯月／２０２２.April

■…町関係　□…教育委員会関係　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係　○…その他

1金 ■中山町民交通安全行動の日

2土
3日 ●いきいきクラス（総合体育館）

●ウォーキング教室

４月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

5火 ■なかやま保育園入園式
★子育て支援センター休館日（保育園入園式のため）
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

6水 ◆１歳６か月児健診
●いきいきクラス（総合体育館）

7木 ★じぃじばぁばの日

8金 □�中山中学校・長崎小学校・豊田
　小学校入学式
◆パパママ教室

9土 ★子育て支援センター開館日

10日 ●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室

11月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★子育て支援センター休館日

12火 ◆母子手帳交付　◆定期健康相談
★発育測定と保健師の話
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

13水 ■行政相談　○心配ごと相談所
★作ってみよう！の日
●いきいきクラス（総合体育館）

14木
15金 ■中山町民交通安全行動の日

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

中山診療所
66２-5０11
9時〜1２時

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

粗大ごみ
（申込制）

※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※�ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。
【４月29日（金）は祝日ですが、通常どおりごみの収集を行います。】

その他のごみ収集日

※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

4月８日（金）
4月22日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

4月11日（月）
4月2５日（月） 火・金曜日 木曜日

16土 □ほんわ館おはなし会

17日 ●いきいきクラス（中央公民館）
●ウォーキング教室

18月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日

19火 ★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

20水 ★作ってみよう！の日
●いきいきクラス（総合体育館）

21木 ★赤ちゃんとママの日

22金
23土
24日 ●いきいきクラス（総合体育館）

●ウォーキング教室

25月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

26火 ◆母子手帳交付　◆定期健康相談
◆育児相談　★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

27水 ◆乳児健診　○法律相談所
●いきいきクラス（総合体育館）

28木
29金 昭和の日

30土

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

服部内科胃腸科医院
66２-２２7２
9時〜1２時

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類


